
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

く

個

人

番

号

等

の

利

用

及

び

特

定

個

人

情

報

の

提

供

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

税

務

課

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

人

事

委

員

会

】

○

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

人

事

委

員

会

規

則

○

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

休

暇

に

関

す

る

〃

規

則

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

休

暇

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

〃

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和７年６月２７日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
三
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
個
人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
規

則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
七
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

条
第
六
項
中
「
別
表
第
一
の
三
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
三
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

条
例
別
表
第
一
の
三
の
三
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
治
療
研
究
事
業
に
基
づ
く
費
用
の
支
給
を
受
け
る
た
め
の
証
明

（

「

」

。
）

書

次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
医
療
受
給
者
証

と
い
う

の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応

答
に
関
す
る
事
務

二

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
医
療
受
給
者
証
に
係
る
申
請
の
内
容
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、

当
該
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
医
療
受
給
者
証
に
係
る
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
の
受
理
、
当

該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年６月２７日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
四
号

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中
「
名
称
、
」
の
下
に
「
住
所
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
お
け
る
文
書
の
名
称
の
特
例
）

条
例
又
は
こ
の
規
則
に
定
め
る
手
続
を
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税

第
四
十
条

関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
文
書
の
名
称

と
異
な
る
名
称
の
文
書
を
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
四
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
っ
た
岡
山
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
七
号
）
又
は
岡
山
県

税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
手
続
に
も
適
用
す
る
。

令和７年６月２７日　岡山県公報　号外



岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

◎

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
教
特
法
」
を
「
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休

業
（
一
日
の
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の
に
限
る

）
を
し
、

。

教
特
法
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年６月２７日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日

及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会

第
一
条

規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
」

を
削
る
。

第
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
介
護
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終

業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
二
時
間
（
」
を
削
り

「
に
よ
る
部
分
休
業
」
を
「
に
よ
る
同
条
第
二
項

、

第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
部
分
休
業
」
に

「
あ
る
日
」
を
「
あ
る
日
の
介
護
時
間
」

、

に

「
、
二
時
間
」
を
「
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
」
に

「
時
間

」
を
「
時
間
」
に
改
め
る
。

、

、

）

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「

同
項
に
規
定
す
る
請
求
等
を
い
う
。
以
下
こ

（

の
項
に
お
い
て
同
じ

」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
措
置
等
」
を
「
措
置
」
に
改
め
、
同
条
第

。
）

四
項
第
三
号
中
「

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号

」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
三
号
中
「
電

（

）

子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気

通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気

通
信
を
い
い
、
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
」
及
び
「
」
と
い
う

」
を
削
り
、

。
）

同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
任
命
権
者
が
講
ず
べ
き
措
置
等
）

条
例
第
九
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
に
対
し
て
出
生
時
両
立

第
十
四
条

支
援
制
度
等
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
を
い
う
。
以
下
同

じ

）
又
は
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
期
両
立
支
援
制

。
度
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
及
び
制

。

度
又
は
措
置
に
係
る
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
、
職
員
に
よ
る
出

生
時
両
立
支
援
制
度
等
又
は
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
、
申
告
又
は
申
出
（
以
下
こ
の
項

及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う

）
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を

。

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
任
命
権
者
は
、
こ
れ
ら
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
職
員
に

よ
る
出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
又
は
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
を
控
え
さ
せ
る
こ
と
と

な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
九
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
に
対
し
て
同
条
第
一
項
各
号
又

は
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
場
合
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
（
第
三
号
に

掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
員
が
希
望
す
る
場
合
に
限
る

）
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば

。

な
ら
な
い
。

一

面
談
に
よ
る
方
法

二

書
面
を
交
付
す
る
方
法

三

電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
い
、
以
下
「
電
子
メ
ー
ル
等
」
と
い
う

）
の
送
信
の
方
法
（
当
該

。

令和７年６月２７日　岡山県公報　号外



職
員
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
等
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
に
限
る

）
。

３

条
例
第
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
は
、
次
に
掲
げ
る
制

度
又
は
措
置
と
す
る
。

一

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

二

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業

三

条
例
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
深
夜
勤
務
の
制
限

四

条
例
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
時
間
外
勤
務
の
制
限

五

労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
育
児
時
間

六

第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
特
別
休
暇

七

第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
特
別
休
暇

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
定
め
る
制
度
又
は
措
置

４

条
例
第
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
そ
の
他
の
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等

二

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
先
、
請
求
先
又
は
申
出
先

三

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
七
十
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
に
関
す
る
必
要
な
事
項

５

条
例
第
九
条
の
五
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
対
象
職
員
（
同
項
に
規
定

す
る
対
象
職
員
を
い
う

）
の
子
が
一
歳
十
一
箇
月
に
達
す
る
日
の
翌
々
日
か
ら
二
歳
十
一
箇
月

。

に
達
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

６

条
例
第
九
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
は
、
次
に
掲
げ
る
制

度
又
は
措
置
と
す
る
。

一

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

二

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業

三

条
例
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
深
夜
勤
務
の
制
限

四

条
例
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
時
間
外
勤
務
の
制
限

五

第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
特
別
休
暇

六

第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
ハ
（
職
員
の
配
偶
者
の
分
べ
ん
に
伴
い
、
当
該
配
偶
者
へ
の
付

添
い
、
介
助
等
を
行
う
場
合
を
除
く

）
に
規
定
す
る
特
別
休
暇

。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
定
め
る
制
度
又
は
措
置

７

条
例
第
九
条
の
五
第
二
項
第
一
号
の
そ
の
他
の
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等

二

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
先
、
請
求
先
又
は
申
出
先

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
岡
山
県
人

第
二
条

事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
九
条
の
五
」
を
「
第
九
条
の
八
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
中
「
あ
り
、
か
つ
、
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
十
五
分
以
上
で
あ
る
勤
務
日
が
」
を

削
る
。

第
十
一
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
が
申
出
の
内
容
を
変
更
す
る
と
き
は
、
人

事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
変
更
届
を
添
え
て
、
前
項
の
部
分
休
業
承
認
請
求
書
を
任
命

権
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
規
則
」
を
「
条
例
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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